
５ いじめ防止全体計画 

(１) 基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ防止基本方針 

 本方針は、児童一人ひとりの尊厳と人権が尊重される学校づくりを推進す

ることを目的に、いじめ防止対策推進法（平成２５年）第１３条の規定に基

づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策を

総合的かつ効果的に推進するため策定する。 

～いじめについての基本的な考え方～ 

いじめの兆候や発生を見逃さず、学校が迅速かつ組織的に対応するために、「い

じめ」に対する認識を全教職員で共有する。また、いじめはどの児童にも起こり

うるという事実を踏まえ、全ての児童を対象に、いじめに向かわせないための未

然防止に取り組む姿勢を全教職員で共有する。 

○ いじめは、「いつでもどこでも」起こりうることを常時想定する。 

○ いじめの兆候を見過ごさず、アンテナ高く即時対応できる教師である。 

○ 常時、被害者の立場になって考え、児童を全面的に守り、いじめ問題を解

決する姿勢を貫く。 

いじめ防止等のための全体計画 

目 的＝いじめ・不登校防止、早期発見＆対処 

構 成＝校長・教頭・生徒指導主事・養護教諭等・学級担任 

会 議＝毎月１回（定例化） 

役 割＝いじめ・不登校等に関わる全ての業務 

〔未然防止〕      〔早期発見〕     〔事例対応〕 

 

① 教職員の資質・能力

を高める研修会の実施 

 ・いじめ・不登校の理解 

 ・未然防止の必要事項 

 ・早期発見の必要事項 

 ・重大事例等の対処法 

② 保護者への啓発のた

めの研修会の実施 

組 織 

職員研修 連 携 

対 策 

いじめ・不登校 

対 策 委 員 会 

・分かる授業の推進 

・規律ある授業の実践 

・自己有用感の醸成 

・豊かな心の育成 

・いじめ・不登校理解 

・情報の集約と共有 

・調査の定期的な実施 

・教育相談体制の整備 

・教育相談事業の周知 

（児童・保護者・地域） 

・発見・通報への即時対応 

・ネット上のいじめへの対応 

・重大事態への対応 

・保護者、関係機関との連携 

学校 

地域・家庭 

町教委・児相 

Ｐ

Ｔ

Ａ 

警 

 

察 

◇啓発のための研修会の実施 

◇関係する情報等の発信 



(２) 学校におけるいじめ防止に関わる組織体制 

① いじめ防止・不登校対策委員会 ………〔心のシグナル委員会〕 

  ○ いじめ防止・不登校防止に関する措置等を実効的に行うため、管理職・生徒指導・養護教諭・ 

特別支援教育コーディネーター・学級担任による全職員体制で委員会を開催する。 

  ○ 毎月１回、放課後に開催する。 

  ○ 内容によっては、校内学校支援教育委員会と重複する場合がある。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 基本概念 

 ○ いじめ・不登校は、「いつでも」「どこでも」起こりうることを常に想定 

する。 

 ○ いじめ・不登校の徴候を見過ごさず、すぐに対応する教職員である。 

 ○ 被害者の立場になって考え、いじめ被害者を全面的に守り、いじめ・不登

校を解決する姿勢を貫く。 

イ いじめ・不登校の未然防止の年間指導計画の作成（毎年） 

 ○ 学校全体計画 

  ・ 未然防止、早期発見、早期対応、家庭・地域連携 

 ○ 学年別指導計画 

  ・ 月別による担任並びに生徒指導主事として働きかけ及び取組 

ウ 会 議 

○ 毎月１回の開催及びいじめ・不登校事例が生じた時に随時開催する。 

 ○ 管理職・生徒指導・養護教諭・特別支援教育コーディネーター・学級担任

による全職員体制 

エ 指導の原則 

 ○ 担任が発見した場合、児童や保護者から訴えがあった場合は、即時対応の

姿勢で解決する。絶対に後回しにしない。 

  ・ 担任は、その日の内に学校長・教頭に概要（第１次報告）を報告する。  

・ 必要な時は、報告から１２時間以内に会議を開催し、方針等を決めて活

動を開始する。（休業中は、出来る限りの範囲で対応をする。） 

・ ３日以上経っても改善が見られない場合は、別途、具体的な方針や具体

的な手立て等を見直し改善策を立てて活動する。 

オ いじめ・不登校が生じた場合の行動 

報 告 生徒指導主事・教頭・校長 三股町教育委員会 

《 いじめ・不登校問題対策チームの招集 》 

【校長・教頭・生徒指導主事・担任・養護教諭】 

○ 事実関係の正確な調査方法   ○ 被害児童支援・加害者児童の指導 

○ 事例解消の対応策・再発防止策 ○ 保護者への報告、関係機関との連携 

臨時職員会（具体的対策の確認・協議等）：全職員体制 

全職員でいじめ・不登校問題に対応した活動をする。 



③ 校内教育支援委員会……〔サポート委員会〕 

      ○ 学習活動並びに生活指導に関わる支援等を実効的に行うため、管理職・生徒指導・養

護教諭・特別支援教育コーディネーター・学級担任による全職員体制で委員会を開催す

る。 

      ○ 毎月第２月曜日の放課後に開催する。 

○ 内容によっては、特別支援教育委員会と重複する場合がある。 

 ④ その他 

ア ３者連絡会〔保育所・児童クラブ・小学校〕 

 ○ 定期連絡＝学期１回   

○ 臨時連絡＝必要に応じて随時に開催する。 

  ○ 不定期的な訪問による情報交換会 

イ 長田小学校学校評議員委員会 

  ○ 定期開催＝学期１回 

  ○ 学校評議員（３名）＋ＰＴＡ３役＋校長・教頭 計８名 

 

（３） いじめ・不登校の未然防止、早期発見、早期対応に関する具体的方策 ……〔別表参照〕 

① 学校全体計画 ……………〔未然防止、早期発見、早期対応、家庭・地域連携 〕 

② 学年別指導計画……………〔月別による担任・生徒指導主事の働きかけ及び取組〕 

 

（４） 関係機関との連携 

① 三股町教育委員会「サポート訪問支援」連絡会 

○ 毎月１回（日時の調整にて決定）、学校訪問による情報交換並びに支援策を協議と関係

学級の児童観察を行う。 

○ 町教委 ３名＋校長・教頭 計５名で対応する。必要によっては、生徒指導主事・養護   

教諭・関係する学級担任も参加する。 

○ 内容によっては、南部教育事務所並びに児童相談所員も依頼する。 

   ② 三股町民生委員による学校訪問並びにひまわり保育所長田分園・児童クラブとの連絡会 

○ 不定期にて、学校訪問による情報交換並びに支援策を協議と関係学級の児童観察を行う。 

③ 教育・福祉に関する知識を有する町職員（福祉課）等の協力体制を図るための連絡会を開

催する。 

 

（５） 保護者との連携 

① 保護者への啓発活動 

    ○ いじめや不登校等の未然防止のための啓発を、学校・学級通信や懇談会等にて推進する。 

② 保護者連絡会 

○ いじめや不登校等が確認された場合は、保護者に事実関係を伝え、受けた児童とその保

護者に対する支援や助言を行い積極的に支援する。情報は適切に取り扱い提供する。 

③ ＰＴＡ３役連絡会 

   ○ 学校だけの対応とせず、保護者側の意見や情報も参考にして協議を行い連携体制や支援

策の手立て等を工夫する。 


